
○大山町人材育成交流事業補助金交付要綱 

令和元年４月２５日 

教育委員会告示第１５号 

(趣旨) 

第1条 この告示は、大山町人材育成交流事業補助金(以下「補助金」という。)の交付につ

いて、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(交付目的) 

第2条 本補助金は、町内の者を構成員とする人材育成交流事業団の活動に対して未来を

担う人材の育成及び資質の向上を図る取り組みを支援することを目的として交付する。 

(補助金の額) 

第3条 前条に規定する補助金の額は、関係書類の内容を審査したうえで、予算の範囲内

で町長が定める額とする。 

(補助金の交付申請) 

第4条 人材育成交流事業団は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条の規定

による補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書又はこれに準ずる書類 

(3) その他町長が必要と認める書類 

(補助金の交付決定) 

第5条 規則第8条の規定により補助金の交付の額を決定したときは、交付決定通知書によ

り通知するものとする。 

(補助金の請求) 

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた人材育成交流事業団が、補助金を請

求するときは、規則21条の規定よる補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長

に提出しなければならない。 

(1) 交付決定通知書の写 

(2) その他町長が必要と認める書類 

 (実績報告) 

第7条 補助金の交付を受けた人材育成交流事業団は、補助事業を当該年度の末日までに

完了させ、大山町人材育成交流事業補助金実績報告書(様式第1号)を、補助金の交付があ



った年度の翌年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。 

(補助金額の確定) 

第8条 町長は、規則第19条で規定する実績報告の審査等により補助金の交付の額を確定

したときは、大山町人材育成交流事業補助金確定通知書(様式第2号)により当該人材育成

交流事業団に対し、通知するものとする。 

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和元年5月10日から施行する。 

 



様式第１号（第7条関係） 

 

 
年  月  日 

 

 

大山町長 様 

 

申請者 名称 

代表者名        印 

 

 

年度大山町人材育成交流事業補助金実績報告書 

 

 

年  月  日付受  第   号をもって交付決定通知のあった下記事業が完

了したので、大山町補助金等交付規則第１８条の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

 

記 

 

 

事 業 名  大山町人材育成交流事業補助金 

 

交付決定額  一金        円 

 

添 付 書 類 

  １．事業実績 

２．収支決算書 



様式第２号（第 8 条関係） 

 

年  月  日 

 

 

名称 

 代表者名  様 

 

 

大山町長 

 

 

年度大山町人材育成交流事業補助金の額の確定通知書 

 

     年  月  日付で実績報告のあった     年度大山町人材育成交流事業

補助金については、大山町補助金等交付規則第１９条及び補助金に係る予算の執行の適正

化に関する法律第１５条の規定に基づき、下記のとおり額を確定します。 

 

 

記 

 

 

            補助金確定額  金        円 

 

 


